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                                                               議案第 50 号

令和 5 年度安芸高田市下水道事業会計予算

（総  則）

第 1 条 令和 5 年度安芸高田市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（1） 排 水 戸 数 3,382 戸

（2） 年間総排水量 1,153,830 ㎥

（3） 一日平均排水量 3,161 ㎥

（4） 主な建設改良事業 92,770 千円

（収益的収入及び支出） 

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 

第 1 款 事 業 収 益 778,671 千円 

 第 1 項 営 業 収 益 187,814 千円 

 第 2 項 営 業 外 収 益 590,856 千円 

 第 3 項 特 別 利 益 1 千円 

支      出 

第 1 款 事 業 費 710,783 千円 

 第 1 項 営 業 費 用 657,147 千円 

 第 2 項 営 業 外 費 用 51,576 千円 

 第 3 項 特 別 損 失 60 千円 

 第 4 項 予 備 費 2,000 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 260,038 千円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額 2,716 千円、当年度分損益勘定留保資金

142,454千円及び当年度未処分利益剰余金 114,868千円で補填するものとする。） 
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収      入 

第 1 款 資本的収入 227,070 千円 

 第 1 項 分 担 金 8,400 千円 

 第 2 項 企 業 債 146,800 千円 

 第 3 項 補 助 金 71,870 千円 

支      出 

第 1 款 資本的支出 487,108 千円 

 第 1 項 建設改良費 92,770 千円 

 第 2 項 企業債償還金 394,338 千円 

（企業債） 

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

（1） 建設改良事業債 

①  起債の目的：建設改良事業 

②  限度額：18,000 千円 

③  起債の方法：証書借入又は証券発行 

④  利率：4.0 パーセント以内 

⑤  償還の方法：借入先の融資条件による。ただし、財政の都合によ

り据置期間を短縮しもしくは繰上償還又は、低利に借換すること

ができる。 

（2） 資本費平準化債 

①  起債の目的：資本費平準化債 

②  限度額：128,800 千円 

③  起債の方法：証書借入又は証券発行 

④  利率：4.0 パーセント以内 

⑤  償還の方法：借入先の融資条件による。ただし、財政の都合によ

り据置期間を短縮しもしくは繰上償還又は、低利に借換すること

ができる。 

 

（一時借入金） 

第 6 条 一時借入金の限度額は、300,000 千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の流用）

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。

（1） 第 3 条予算内での各項間の流用

（2） 第 4 条予算内での各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 8 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費

の金額に流用し、または、これら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する

場合は、議会の議決を経なければならない。

（１） 職 員 給 与 費 22,747 千円

（他会計からの補助金）

第 9 条 下水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、418,745 千円である。

（利益剰余金の処分）

第 10 条 当年度未処分利益剰余金のうち 114,868 千円は、次のとおり処分する

ものと定める

（1） 第４条資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てん

として

  114,868 千円

令和 5 年 2 月 27 日提出

　安芸高田市長 石丸 伸二



 



予 算 に 関 す る 説 明 書



令和５年度　安芸高田市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
収　入

款 項 目 予定額（千円） 備　　　考

1.事業収益 778,671 　

1.営業収益 187,814 　

1.下水道使用料 187,814 　

2.営業外収益 590,856 　

1.補助金 375,260 　

2.長期前受金戻入 211,274

3.雑収益 4,322

3.特別利益 1

1.過年度損益修正益 1

支　出

款 項 目 予定額（千円） 備　　　考

1.事業費 710,783 　

1.営業費用 657,147

1.管渠費 19,765 　

2.処理場費 215,204 　

3.総係費 68,450 　

4.減価償却費 353,728 　

2.営業外費用 51,576 　

1.支払利息及び企業債取
扱諸費

44,745 　

2.消費税及び地方消費税 2

3.雑支出 6,829

3.特別損失 60

1.過年度損益修正損 60

4.予備費 2,000

1.予備費 2,000

－4－



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　入

款 項 目 予定額（千円） 備　　　考

1.資本的収入 227,070 　

1.分担金 8,400 　

1.加入者分担金 8,400 　

2.企業債 146,800

1.企業債 146,800

3.補助金 71,870

1.国庫補助金 28,385

2.他会計補助金 43,485

支　出

款 項 目 予定額（千円） 備　　　考

1.資本的支出 487,108 　

1.建設改良費 92,770

1.処理場建設改良費 62,270 　

2.管渠建設改良費 30,500

2.企業債償還金 394,338

1.企業債償還金 394,338

－5－



（単位：千円）

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益 74,003

減価償却費 353,728

貸倒引当金の増減額（△は減少） 85

賞与引当金の増減額 △ 800

長期前受金戻入額 △ 211,274

支払利息 44,745

未収金の増減額（△は増加) △ 4,380

未払金の増減額（△は減少) 0

小    計 256,107

利息の支払額 △ 44,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,362

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得による支出 △ 84,332

加入者分担金 7,637

工事負担金 0

国庫補助金 25,805

県補助金 0

他会計補助金 39,532

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 11,358

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入 146,800

企業債の償還による支出 △ 394,338

出資金による収入 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 247,538

資金増加額（又は減少額） △ 47,534

資金期首残高 98,119

資金期末残高 50,585

令和５年度　安芸高田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）　　

－6－



下水道事業会計

1.一 般 職

(1)総括

報　酬 給　料 職員手当 計

人 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

240 370 54 1,651 12

300 600 54 1,651 12

△ 60 △ 230 0 0 0

計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

4,250 300 1,899 8,776

6,480 200 820 10,117

△ 2,230 100 1,079 △ 1,341

退職手当組
合負担金

本年度

前年度

比　較

職
員
手
当
の
内
訳

休日勤務
手当

本年度

前年度

比　較

区  分
夜間勤務

手当
管理職手当

管理職特別
勤務手当

期末勤勉
手当

児童手当

区  分
扶養手当 通勤手当 住居手当 地域手当

単身赴任
手当

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

30,828

比　較     △1   △ 5,040 △ 1,341 △ 6,381 △ 1,700  △ 8,081

前年度 4 15,690 10,117 25,807 5,021

本年度 3 10,650 8,776 19,426

給与費明細書

区  分

職
員
数

給　　　　　　与　　　　　　費
法定

福利費
合　　計

備　　　考

3,321 22,747

－7－



ア　会計年度任用職員以外の職員

報　酬 給　料 職員手当 計

人 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

備考１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る
　　職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。
２　（）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

240 370 54 1,651 12

300 600 54 1,651 12

△ 60 △ 230 0 0 0

計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

4,250 300 1,899 8,776

6,480 200 820 10,117

△ 2,230 100 1,079 △ 1,341

休日勤務
手当

本年度

前年度

比　較

区  分
夜間勤務

手当
管理職手当

管理職特別
勤務手当

期末勤勉
手当

児童手当

職
員
手
当
の
内
訳

区  分
扶養手当 通勤手当 住居手当 地域手当

単身赴任
手当

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

退職手当組
合負担金

本年度

前年度

比　較

比　較     △1   △ 5,040 △ 1,341 △ 6,381 △ 1,700  △ 8,081

3,321 22,747

前年度 4 15,690 10,117 25,807 5,021

本年度 3 10,650 8,776 19,426

30,828

区  分

職
員
数

給　　　　　　与　　　　　　費
法定

福利費
合　　計

備　　　考

－8－
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下水道事業会計 

（2）給 料 及 び職 員 手 当 の増 減 額 の明 細  

区  分  増 減 額 （千 円 ） 増 減 事 由 別 内 訳 （千 円 ） 説 明  備    考  

 

給  料  

 

 

△5,040 

給 与 改 定 に よ る

増 減 分  

 

36  令和 4 年人事院勧告等に基

づく給与条例の改正によるも

の 

昇 給 に伴 う増 加

分  

7  1 名 分  

 

その他 の増 減 分  

 

 

△5,083   

 

職 員  

手 当  

 

△1,341 

制 度 改 正 に伴 う

増 減 分  

121  令和 4 年人事院勧告等に基

づく給与条例の改正によるも

の(勤勉手当の支給率の改定

等) 

その他 の増 減 分  △1,462   

  備 考  上 記 の表 には会 計 年 度 任 用 職 員 は含 まない。 

 

（３）給 料 及 び職 員 手 当 の状 況  

ア 職 員 1 人 当 たり給 与  (単 位 :円 ) 

区           分  一  般  行  政  職  

令 和 5 年 4 月 1 日 現 在  

平 均 給 料 月 額  294,233 

平 均 給 与 月 額  358,827 

平  均  年  齢  36 歳 11 ヶ月  

令 和 4 年 4 月 1 日 現 在  

平 均 給 料 月 額  325,825 

平 均 給 与 月 額  380,020 

平  均  年  齢  42 歳 10 ヶ月  

 

イ 初 任 給  (単 位 :円 ) 

区 分  一 般 行 政 職  
国 の 制 度  

行 政 職 (一 ) 

高 校 卒  154,600 154,600 

大 学 卒  185,200 185,200 

 

 

下 水 道 事 業 会 計  
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ウ 級 別 職 員 数  

区   分  

一  般  行  政  職  

級  
職 員 数  

（人 ） 

構 成 比  

(％) 

令 和 5 年 4 月 1 日現在  

1 級    

2 級  1 33.3 

3 級  1 33.3 

4 級    

5 級  1 33.4 

6 級    

7 級    

計  3 100.0 

（級 別 の標 準 的 な職 務 内 容 ） 

区 分  1 級  2 級  3 級  4 級  5 級  6 級  7 級  

一 般  

行 政 職  

主 事  主 事  主 任  

主 任 主 事  

係 長  

主 査  

専 門 員  

課 長 補 佐  

係 長  

主 査  

課 長  

主 幹  

部 長  

 

エ 昇 給  

区       分  合   計  
代 表 的 な職 種  

一 般 行 政 職  

本
年
度 

職  員  数  （Ａ）     （人 ） 3 3 

昇 給 に係 る職 員 数  （Ｂ）  （人 ） 3 3 

号 給 数 別 内 訳  

2 号 給  （人 ）   

3 号 給  （人 ）   

4 号 給  （人 ） 3 3 

6 号 給  （人 ）   

8 号 給  （人 ）   

比  率    （Ｂ）／（Ａ）  （％） 100.0 100.0 

前
年
度 

職  員  数  （Ａ）     （人 ） 4 4 

昇 給 に係 る職 員 数  （Ｂ）  （人 ） 3 3 

号 給 数 別 内 訳  

2 号 給  （人 ）   

3 号 給  （人 ）   

4 号 給  （人 ） 2 2 

6 号 給  （人 ） 1 1 

8 号 給  （人 ）   

比  率    （Ｂ）／（Ａ）  （％） 75.0 75.0 

下 水 道 事 業 会 計  
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オ 期 末 ・勤 勉 手 当  

区   分  
支 給 期 別 支 給 率  

支 給 率 計  
(月  分 ) 

職 制 上 の段 階 、職 務
の級 等 による加 算 措 置  

備 考  
6 月 (月 分 ) 12 月 (月 分 ) 

本 年 度  2.20 2.20 4.40 

3 級  5％ 

4・5 級  10％ 

6・7 級  15％ 

一般行政職

の例  

前 年 度  
2.225 

(2.15) 

2.225 

(2.25) 

4.45 

(4.40) 
同     上   

国 の制 度  2.20 2.20 4.40   

※( )内 は、令 和 3 年 及 び令 和 4 年 人 事 院 勧 告 に基 づく給 与 条 例 の改 正 後 の支 給 率 である。 
 

カ 定 年 退 職 及 び勧 奨 退 職 に係 る退 職 手 当  

区    分  
20 年 勤 続
の者  

(月 分 ) 

25 年 勤 続
の者  

(月 分 ) 

35 年 勤 続
の者  

(月 分 ) 

最 高 限 度  
 

(月 分 ) 
その他 の加 算 措 置 等  

支 給 率 等  24.586875 33.27075 47.709 47.709 
定 年 前 早 期 退 職 特
例 措 置  
（2%～20%加 算 ） 

国 の制 度  
（支 給 率 等 ） 

24.586875 33.27075 47.709 47.709 
定 年 前 早 期 退 職 特
例 措 置  
（2%～45%加 算 ） 

 
キ 地 域 手 当  

支 給 対 象 地 域 広 島 市  

支 給 率（％） 7.5％ 

支 給 対 象 職 員 数（人 ） － 

国 の指 定 基 準 に基 づく支 給 率 （％） 10％ 

 
ク 特 殊 勤 務 手 当  

区        分  全  職  種  
代  表  的  な 職  種  

一  般  行  政  職  

給 料 総 額 に対 する比 率  （％） 0.51 0.51 

支 給 対 象 職 員 の比 率  （％） 

(令 和 5 年 4 月 １日 現 在 ) 
100.0 100.0 

代 表 的 な特 殊 勤 務 手 当 の名 称  市 税 等 徴 収 事 務 職 員  

 
ケ その他 の手 当  

区          分  国 の制 度 との異 同  差  異  の 内  容  

扶    養    手    当  同  じ － 

住    居    手    当  同  じ － 

通    勤    手    当  同  じ － 

 

下 水 道 事 業 会 計  



　　　債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の

　　　見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

期間 金額 期間 金額
国　県
支出金

地方債 その他

施設管理に係
る業務

103,058
令和4年度

～
令和4年度

-
令和5年度

～
令和5年度

103,058 103,058

水質分析に係
る業務

6,512
令和4年度

～
令和4年度

-
令和5年度

～
令和5年度

6,512 6,512

汚泥脱水に係
る業務

26,559
令和4年度

～
令和4年度

-
令和5年度

～
令和5年度

26,559 26,559

脱水汚泥収集
運搬に係る業
務

9,242
令和4年度

～
令和4年度

-
令和5年度

～
令和5年度

9,242 9,242

脱水汚泥処分
に係る業務

11,553
令和4年度

～
令和4年度

-
令和5年度

～
令和5年度

11,553 11,553

安芸高田市
基幹システム
使用料

835
令和4年度

～
令和4年度

-
令和5年度

～
令和5年度

835 835

下水道料金に
係る業務

5,800
令和4年度

～
令和4年度

-
令和5年度

～
令和5年度

5,800 5,800

財務会計処理
に係る業務

8,286
令和4年度

～
令和4年度

-
令和5年度

～
令和5年度

8,286 8,286

当該年度以降の支払
　義務発生予定額

左の財源内訳

特定財源
下水道
使用料

事　項 限　度　額

前年度末までの支払
義務発生（見込）額
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資産の部

1 固定資産 千円 千円 千円千円 千円

（1）有形固定資産

ｲ 土地 240,587

ﾛ 建物 2,117,042

建物減価償却累計額 1,081,120 1,035,922

ﾊ 構築物 13,052,055

構築物減価償却累計額 5,376,734 7,675,321

ﾆ 機械及び装置 3,948,655

機械及び装置減価償却累計額 2,645,207 1,303,448

ﾎ 工具・器具及び備品 1,852

工具・器具及び備品減価償却累計額 1,759 93

ﾍ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 10,255,371

固定資産合計 10,255,371

2 流動資産

（1）現金預金 50,585

（2）未収金 6,601

（3）　貸倒引当金 △288

（4）前払金 0

（5）その他流動資産 6,900

流動資産合計 63,798

資産合計 10,319,169

令和５年度　安芸高田市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和6年3月31日）
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負債の部

3 固定負債 千円 千円 千円千円 千円

（1）企業債

（2）前受金ｲ
建設改良費等の財源に充てるための
企業債

2,658,912

企業債合計 2,658,912

固定負債合計 2,658,912

4 流動負債

（1）企業債

（2）前受金ｲ
建設改良費等の財源に充てるための
企業債

320,166

企業債合計 320,166

（2）未払金 0

（3）引当金 1,440

（4）その他流動負債 6,920

流動負債合計 328,526

5 繰延収益

（1）企業債長期前受金 11,252,593

（2）前受金収益化累計額 5,253,330

繰延収益合計 5,999,263

負債合計 8,986,701

資本の部

6 資本金

（1）自己資本金 833,345

資本金合計 833,345

7 剰余金

（1）資本剰余金

ｲ 受贈財産評価額 0

ﾛ 補助金 129,820

ﾊ その他資本剰余金 2,027

資本剰余金合計 131,847

（2）利益剰余金

ｲ 減債積立金 0

ﾛ 建設改良積立金 0

ﾊ 修繕積立金 0

ﾆ 当年度未処分利益剰余金 367,276

(うち当年度純利益 74,003 )

利益剰余金合計 367,276

剰余金合計 499,123

資本合計 1,332,468

負債資本合計 10,319,169
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１　重要な会計方針に係る事項

（１）地方公営企業会計改正後の基準を適用して、財務諸表等を作成している。

（２）固定資産の減価償却の方法

　　　・建物　　定額法

　　　・その他　　定率法

　　　・主な耐用年数

　　　　建物　10～50年

　　　　構築物　10～50年

　　　　機械及び装置　8～20年

　　　　工具器具及び備品　4～40年

　　　・定額法

（３）引当金の計上基準

　　　職員の退職手当は退職組合納付金を充て、なお不足額が生じるときは一般会計でその

　　　金額を負担することとしているため、退職手当引当金は計上していない。　

　　　職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末

　　　における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

（４）消費税及び地方消費税の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理方式によっている。

２　予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

　　　該当なし。

３　その他の注記

（１）賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金2,240千円を取り崩す

こととする。

 ハ 貸倒引当金

　　注　　記　　表

 イ 有形固定資産（リース資産を除く）

 ロ 無形固定資産

 イ 退職給付引当金

 ロ 賞与引当金

－16－



1 営業収益 千円 千円 千円

（1） 下水道使用料 170,718 170,718

2 営業費用

（1） 管渠費 20,080

（2） 処理場費 188,329

（3） 総係費 56,550

（4） 減価償却費 330,420 595,379

営業利益 △424,661

3 営業外収益

（1） 他会計補助金 334,757

（2） 長期前受金戻入 198,444 533,201

4 営業外費用

（1） 支払利息及び企業債取扱諸費 49,909

（2） 雑支出 6,087 55,996 477,205

経常利益 52,544

5 特別利益

（1） 過年度損益修正益 1 1

6 特別損失

（1） 過年度損益修正損 8,192 8,192 △8,191

当年度純利益 44,353

前年度繰越利益剰余金 248,920

当年度未処分利益剰余金 293,273

令和４年度 安芸高田市下水道事業会計予定損益計算書

（令和4年4月1日～令和5年3月31日）
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資産の部

1 固定資産 千円 千円 千円千円 千円

（1）有形固定資産

ｲ 土地 240,587

ﾛ 建物 2,117,042

建物減価償却累計額 1,081,120 1,035,922

ﾊ 構築物 12,975,713

構築物
減価償却累計額

5,023,006 7,952,707

ﾆ 機械及び装置 3,924,929

機械及び装置
減価償却累計額

2,645,207 1,279,722

ﾎ 工具・器具及び備品 1,852

工具・器具及び備品
減価償却累計額

1,759 93

ﾍ 建設仮勘定 15,736

有形固定資産合計 10,524,767

固定資産合計 10,524,767

2 流動資産

（1）現金預金 96,545

（2）未収金 3,795

（3）　貸倒引当金 △203

（4）前払金 0

（5）その他流動資産 6,900

流動資産合計 107,037

資産合計 10,631,804

令和４年度　安芸高田市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和5年3月31日）
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負債の部

3 固定負債 千円 千円 千円千円 千円

（1）企業債

（2）前受金ｲ 建設改良企業債 2,869,364

企業債合計 2,869,364

固定負債合計 2,869,364

4 流動負債

（1）企業債

（2）前受金ｲ 建設改良企業債 357,252

企業債合計 357,252

（2）未払金 0

（3）引当金 2,240

（4）その他流動負債 6,920

流動負債合計 366,412

5 繰延収益

（1）企業債長期前受金 11,179,619

（2）前受金収益化累計額 5,042,056

繰延収益合計 6,137,563

負債合計 9,373,339

資本の部

6 資本金

（1）自己資本金 833,345

資本金合計 833,345

7 剰余金

（1）資本剰余金

ｲ 受贈財産評価額 0

ﾛ 補助金 129,820

ﾊ その他資本剰余金 2,027

資本剰余金合計 131,847

（2）利益剰余金

ｲ 減債積立金 0

ﾛ 建設改良積立金 0

ﾊ 修繕積立金 0

ﾆ 当年度未処分利益剰余金 293,273

(うち当年度純利益 44,353 )

利益剰余金合計 293,273

剰余金合計 425,120

資本合計 1,258,465

負債資本合計 10,631,804
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令和５年度　安芸高田市下水道事業会計予算説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　入 (単位　千円)

款 項 目 節 金　額 備　　　考

1.事業収益 778,671 　

1.営業収益 187,814 　

1.下水道使用料 187,814 　

1.下水道使用料 187,814 　

2.営業外収益 590,856 　

1.補助金 375,260 　

1.他会計補助金 375,260 　

2.長期前受金戻入 211,274 　

1.長期前受金戻入 211,274 　

3.雑収益 4,322

1.消費税還付金 4,322

3.特別利益 1

1.過年度損益修正
益

1

1．過年度損益修
正益

1
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支　出 (単位　千円)

款 項 目 節 金　額 備考

1.事業費 710,783 　

1.営業費用 657,147 　

1.管渠費 19,765 　

1.光熱水費 9,372 　

2.修繕費 2,200

3.通信運搬費 1,909 　

4.委託料 5,719

5.賃借料 565

2.処理場費 215,204 　

1.備消品費 4,679 　

2.光熱水費 43,495 　

3.燃料費 55 　

4.印刷製本費 27 　

5.修繕費 6,952 　

6.通信運搬費 377

7.手数料 42,899 　

8.委託料 116,678

9.賃借料 42 　

3.総係費 68,450 　

1.給料 10,650 　

2.手当 7,336 　

3.賞与引当金繰入
額

1,440

4.法定福利費 3,321 　

5.報酬 360 　

6.旅費 33 　

7.備消品費 224 　

8.印刷製本費 111 　

9.通信運搬費 800 　

10.手数料 1,105 　

－21－



(単位　千円)

款 項 目 節 金　額 備　　　考

11.委託料 42,742

12.負担金 89

13.保険料 154

14.貸倒引当金繰
入額

85

4.減価償却費 353,728

1.有形固定資産減
価償却費

353,728

2.営業外費用 51,576 　

1.支払利息及び企
業債取扱諸費

44,745 　

1.企業債利息 43,995 　

2.一時借入金利息 750 　

2.消費税及び地方
消費税

2 　

1.消費税及び地方
消費税

2 　

3.雑支出 6,829

1.雑支出 6,829

3.特別損失 60

1.過年度損益修正
損

60

1.過年度損益修正
損

60

4.予備費 2,000

1.予備費 2,000

1.予備費 2,000
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資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　入 (単位　千円)

款 項 目 節 金　額 備　　　考

1.資本的収入 227,070 　

1.分担金 8,400 　

1.加入者分担金 8,400 　

1.加入者分担金 8,400 　

2.企業債 146,800

1.企業債 146,800

1.建設改良債 18,000

2.資本費平準化債 128,800

3.補助金 71,870

1.国庫補助金 28,385

1.国庫補助金 28,385

2.他会計補助金 43,485

1.他会計補助金 43,485
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支　出 (単位　千円)

款 項 目 節 金　額 備　　　考

1.資本的支出 487,108 　

1.建設改良費 92,770 　

1.処理場建設改良
費

62,270 　

1.工事請負費 5,500

2.委託料 56,770

2.管渠建設改良費 30,500 　

1.工事請負費 20,400

2.委託料 10,100

2.企業債償還
金

394,338

1.企業債償還金 394,338

1.企業債償還金 394,338
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